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【計画策定の趣旨と目的】
①外来医療提供体制の充実

外来医療に係る情報を可視化し、新規開業者等へ提
供することにより、また、地域の外来医療に係る医療提
供体制の確保に関する協議の場における議論を踏まえ、
新規開業者に対して協力を要請することにより、地域の
外来医療機能の偏在の是正及び地域の外来医療提供
体制の充実をはかる

②医療機器の効率的な活用の推進
地域ごとの機器の配置状況等を可視化し、新規購入

希望者等に対して提供し、また、医療機器の共同利用
等の計画について協議を行うことにより、効率的な医療
機器の活用の推進をはかる

【計画の位置付け】

医療法第30条の４第２項第10号の規定に基づき、和歌
山県が保健医療計画の一部として策定

和歌山県外来医療計画（案）の概要

【実効性確保のための方策】
・医療機関は、対象医療機器を新規購入する場合、共同利用計画の作成を求める
・共同利用を行わない場合は、その理由を確認
・記載内容は協議の場において情報共有

注 ：共同利用には、連携先の病院又は診療所から紹介された患者のために利用される場合を含む

「対象医療機器」：ＣＴ、ＭＲＩ

＜医療機器の調整人口当たり台数※の状況＞

※ 地域の性・年齢構成を調整した人口当たり機器数（医療施設等調査（2017）等から算出）

台数 調整人口当たり台数 台数 調整人口当たり台数 台数 調整人口当たり台数 台数 調整人口当たり台数 台数 調整人口当たり台数

病院 8,344 4,787 457 2,699 1,041

診療所 5,782 2,209 129 1,649 119

病院 84 43 1 26 11

診療所 78 15 2 16 0

病院 43 22 1 12 6

診療所 31 12 2 11 0

病院 7 2 0 1 1

診療所 9 0 0 0 0

病院 6 3 0 3 1

診療所 8 1 0 0 0

病院 6 4 0 2 0

診療所 9 1 0 1 0

病院 5 3 0 3 1

診療所 3 1 0 1 0

病院 10 6 0 4 2

診療所 10 0 0 1 0

病院 7 3 0 1 0

診療所 8 0 0 2 0

放射線治療（体外照射）

5.5 0.28 4.215.1

ＣＴ ＭＲＩ ＰET マンモグラフィー
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施設区分

16.9

全国

和歌山県

和歌山保健医療圏

那賀保健医療圏

橋本保健医療圏

有田保健医療圏

御坊保健医療圏

田辺保健医療圏

新宮保健医療圏

15.9

13.7

13.8

17.7

【現状】
新宮を除く県内の６圏域が、全国の二次医療圏の中で

外来医師偏在指標※が上位1/3に位置する外来医師多
数区域に該当 （下表）

４．医療機器の効率的な活用の推進 ［対象：病院・一般診療所］

※ 地域ごとの性年齢階級による外来受療率の違いなどを調整
した人口10万人対診療所医師数

３．外来医療提供体制の充実［対象：一般診療所］１．計画策定の趣旨等

・外来医師の偏在に係る状況及び外来医師多数区域である
二次医療圏

・地域で不足する外来医療機能及び新規開業者へ求める事項
・厚生労働省が提供する医療機関のマッピングに関する情報等

【新規開業者への情報提供】

①県内共通で全ての新規開業者へ求める事項
ア）臨時の予防接種への協力

地域の健康危機管理への対応の観点から臨時の予防接種が必要となった場合に可能な範囲で協力
イ）病診連携への参加

病院及び診療所等が連携して、地域医療を支える上で必要な取り組みに対し、可能な範囲で参加
（例：分娩医療機関への診療応援等）

②各圏域において新規開業者へ求める事項

【現状】

人口当たりの医療機器台数には地域や機器ごとに差があるが、人口減少が見込ま
れる中、医療機関間での共同利用の推進等による効率的な活用の推進が重要。本県
では、PETを除く医療機器は、いずれも全国と同程度、もしくはそれ以上の台数が配置
されている（右表参照）。

【新規開業者へ求める事項】

計画策定にあたり、各地域の医療関係者等で構成される圏域別検討会において、地域で不足し、新規開
業者へ協力を依頼したい事項について、「在宅医療」、「夜間・休日等の初期救急医療」、「産業医・学校医・
予防接種等の公衆衛生機能」、「その他の地域医療として対策が必要と考えられる外来医療機能」に項目
化して検討を実施。和歌山県では、外来医師多数区域かどうかに関わらず、新規開業者へ協力を要請。

・新規開業者に対し、新規開業者へ求める事項のうち提供予定のものについて報告を求める
・記載内容は、協議の場で情報共有
・新規開業者へ求める事項を担うことができない新規開業者には、理由の報告を求め、協議の場の

構成員の合意に基づき、必要に応じ協議の場への出席を求める
・協議の場の協議内容は、県ホームページ等で必要に応じ公表

【実効性確保のための方策】

計画期間：令和2年度～5年度

【計画策定後の取組】
・外来医療機能の偏在等の情報の可視化
・一般診療所の新規開業者等に対する情報提供
・地域の外来医療に係る医療提供体制の確保に関する

協議の場の設置と協議を踏まえた対策の実施

第１章 計画策定の趣旨
１．計画の趣旨及び目的
２．計画の位置付け
３．計画の期間

第２章 外来医療の現状
１．外来医療に関する受療動向、医療施設の状況等
２．外来医師偏在指標について
３．外来医師多数区域について
４．医療機器の配置状況等

第３章 外来医療機能に関する協議及び協議を踏まえた
取組

１．計画策定にあたっての検討体制
２．計画策定後の取組について

第４章 計画の推進
１．計画の周知と情報公開
２．計画の推進に向けて
３．目標と実施状況の評価

別添
各圏域別検討会の検討結果

資料編

２．計画の構成

【外来医師偏在指標等の状況】

【計画策定後の取組】

・医療機器の配置状況に関する情報の可視化
・医療機関等への情報提供

・協議の場での医療機器の共同利用等についての協議

在宅医療 初期救急（夜間・休日等） 公衆衛生機能 その他

学校医・産業医 分娩を取り扱う産科・産婦人科、小児科

田辺保健医療圏

新宮保健医療圏

○ ○

学校医 分娩を取り扱う産科・産婦人科

学校医 ―○

○

○

○

○

圏域名

うち、海南・海草地域
（海南保健所管内）

那賀保健医療圏

橋本保健医療圏

「医療が不足しつつある地域」について、
開業や在宅医療の対応などへの協力

学校医 分娩を取り扱う産科・産婦人科

学校医・予防接種 分娩を取り扱う産科・産婦人科

学校医・産業医 市町が実施する保健事業への協力

学校医・予防接種 分娩を取り扱う産科・産婦人科、呼吸器科、
死体検案への協力

学校医

○

○

和歌山保健医療圏

○

○

有田保健医療圏

御坊保健医療圏

○

○

○

○

○

106.3 ー ー

134.3 2 ー
和歌山 154.1 5 ○
那賀 116.8 58 ○
橋本 116.1 61 ○
有田 136.4 18 ○
御坊 138.0 16 ○
田辺 114.5 67 ○
新宮 94.7 186

※ 全国335医療圏のうち、上位33.3%（112位以上）が外来医師多数区域

全国

和歌山県

二

次

医

療

圏

医療圏名
外来医師

偏在指標
全国順位

外来医師

多数区域該当
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第１章 計画策定の趣旨 

１．計画の趣旨及び目的 

○ 外来医療に係る医療提供体制の状況については、全国的に中心的な役割 

を担う診療所が都市部に集中している状況にありますが、その多寡を客 

観的に把握する指標はありませんでした。 

 

○ 今般、国において実効性ある医師偏在対策の一環として、改正医師法に 

おいて、医師偏在に関する全国統一の新たな指標が示されるとともに、 

医療計画において定める事項に「外来医療に係る医療提供体制の確保に 

関する事項」が追加されることとなりました。 

 

○ 本計画は、地域ごとの外来医療機能の偏在等の情報を可視化し、新たに無

床診療所を開業しようとしている医師及び医療機関等に対し、地域で不足

する外来医療機能等の情報を提供することにより、また、地域の外来医療

に係る医療提供体制の確保に関する協議の場における議論を踏まえ、新規

開業者に対して協力を要請することにより、地域の外来医療機能の偏在の

是正及び地域の外来医療提供体制の充実に寄与することを目的とします。 

 

○ 医療機器については、地域ごとの配置状況等を新規購入希望者等に対し、

可視化して提供し、医療機器の共同利用等の計画について協議を行うこと

により、効率的な医療機器の活用の推進をはかることを目的とします。 

 

○ なお、外来医療提供体制については、新規開業者と既存の医療機関がとも

に連携して充実させていくものです。 

 

２．計画の位置付け 

○ 医療法第 30 条の４第２項第 10 号の規定に基づき、和歌山県が保健医療

計画の一部として策定します。 

 

３．計画の期間 

○ この計画の期間は、第７次和歌山県保健医療計画の期間に合わせて、令和

２年度から令和５年度の４年間とします。以降は３年毎に見直します。 
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第２章 外来医療の現状 

１．外来医療に関する受療動向、医療施設の状況等 

○ 平成 29 年 10 月に実施された調査日に外来を受診した県内に住所を有す

る推計患者数は、５万 1,500 人でした。また、県内外および、県内二次

医療圏間の患者流出入は比較的少数でした。 

 

○ 医療施設数は、人口 10 万対では、一般診療所、病院とも全国を上回って

おり、一般診療所は、都道府県別で人口当たりの施設数が全国で最も多く

なっています（平成 29 年 10 月１日現在）。 

 

〔外来医療における都道府県内二次医療圏間外来患者流出入表〕 

    患者数（施設所在地）（病院＋一般診療所の外来患者数、千人/日） 患者総数 

(患者住所地)   圏域名 和歌山 那賀 橋本 有田 御坊 田辺 新宮 県外 

患
者
数
（
患
者
住
所
地
） 

和歌山 22.9 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 23.7 
那賀 1.0 5.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 6.2 
橋本 0.1 0.2 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 4.6 
有田 0.7 0.0 0.0 3.3 0.1 0.0 0.0 0.1 4.2 
御坊 0.2 0.0 0.0 0.0 3.2 0.1 0.0 0.0 3.6 
田辺 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 5.6 0.1 0.1 5.9 
新宮 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.0 0.1 3.3 
県外 0.6 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.4 - - 

患者総数 

(施設所在地) 
25.7 5.7 4.5 3.4 3.4 5.9 3.5 - 51.5 

出典：外来医師偏在指標に係るデータ集・グラフ（平成 29 年患者調査等） 

   

〔病院・診療所数の年次推移（県・全国）〕 

  平成 
17 年 

平成 
20 年 

平成 
23 年 

平成 
26 年 

平成 
27 年 

平成 
28 年 

平成 
29 年 

人口 10 万対
（平成 29 年） 

一般 
診療所 

和歌山 1,083 1,070 1,059 1,070 1,065 1,056 1,035 109.5 
全 国 97,442 99,083 99,547 100,461 100,995 101,529 101,471 80.1 

病院 
和歌山 91 92 92 86 86 83 83 8.5 
全 国 9,026 8,794 8,605 8,493 8,480 8,442 8,412 6.6 

出典：医療施設調査 

 

○ 県内の診療所従事医師数は、経年的な増減はあるものの、近年、ほぼ横ば

いとなっています。また、圏域別にみると、減少傾向が続いている圏域も

あります。 
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〔県内の診療所従事医師数の推移〕 

 

  平成 18 年 平成 20 年 平成 22 年 平成 24 年 平成 26 年 平成 28 年 平成 30 年 

県計 1,037 1,064 1,037 1,042 1,054 1,059 1,035 
和歌山 529 550 521 526 544 561 543 
那賀 102 101 102 102 101 104 108 
橋本 95 98 96 99 94 88 82 
有田 70 69 71 71 69 66 61 
御坊 66 69 66 70 68 64 67 
田辺 109 116 115 113 115 113 114 
新宮 66 61 66 61 63 63 60 

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査（平成 18 年～28 年）、医師・歯科医師・薬剤師統計（平成 30 年） 

 

○ 県内の診療所に従事する医師の年齢構成は、全国に比較し、40 代、50

代の医師が少なく、60 代、70 代以上の医師が多くなっており、全体と

して全国に比べ高齢化している状況にあります。 

 

〔県内の診療所に従事する医師の年齢構成〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：外来医師偏在指標に係るデータ集・グラフ（平成 28 年医師・歯科医師・薬剤師調査） 

 

２．外来医師偏在指標について 

○ 外来医師偏在指標は、地域ごとの外来医療機能の偏在・不足等の客観的な

把握を行うために、診療所医師の相対的な多寡を表す指標として、国が今

回新たに全国統一の方法で算出したものです。算出方法については、次の

通りです。 
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〔外来医師偏在指標の算出方法〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ この指標は、従来の人口 10 万人対の診療所医師数をベースとして、地域

毎の性・年齢階級による外来受療率の違いを標準化して調整しています。

なお、診療所医師数についても、性・年齢階級毎の平均労働時間の違いを

標準化することにより調整しています。 

 

〔全国、県、各二次医療圏の外来医師偏在指標の状況等〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 全国 335 医療圏のうち、上位 33.3%（112 位以上）が外来医師多数区域 

 

出典等：診療所従事医師数；医師・歯科医師・薬剤師調査（2016 年）、労働時間比；平成 28 年度厚生

労働科学特別研究「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究」(研究班)より診療所従事医

師の性・年齢階級別の労働時間比を算出、人口；住民基本台帳人口（2017 年）2018 年 1 月 1 日現

在の人口（外国人含む、性・年齢階級別の人口）、昼夜間人口比；国勢調査（2015 年）、診療所外来患

者対応割合；ＮＤＢ(レセプト情報・特定健診等情報データベース)の平成 29 年 4 月から 30 年 3 月ま

での診療分データ（12 か月）に基づき抽出・集計したもの、病院+一般診療所外来患者流出入調整係数

＝ 1+{地域の外来患者流入数（千人）-地域の外来患者流出数（千人）}÷地域の外来患者総数（千人）

として算出したもの 

106.3 ー ー 102,457 1,277.1 1.000 75.5% 1.000

134.3 2 ー 1,051 9.8 1.066 74.4% 1.012

和歌山 154.1 5 ○ 553 4.3 1.052 72.9% 1.083

那賀 116.8 58 ○ 104 1.2 0.994 83.0% 0.917

橋本 116.1 61 ○ 87 0.9 1.088 79.2% 0.987

有田 136.4 18 ○ 68 0.8 1.077 74.6% 0.824

御坊 138.0 16 ○ 64 0.6 1.082 69.9% 0.964

田辺 114.5 67 ○ 112 1.3 1.082 69.7% 0.995

新宮 94.7 186 63 0.7 1.192 76.8% 1.066

外来標準化

受療率比

診療所外来

患者数割合

病院+一般診療

所外来患者流

出入調整係数

全国

二

次

医

療

圏

医療圏名
外来医師

偏在指標
全国順位

外来医師

多数区域該当

標準化診療所

従事医師数

（人）

2018年1月1

日時点人口

（10万人）

和歌山県
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３．外来医師多数区域について 

○ 国において外来医師偏在指標が、全国 335 医療圏のうち上位 33.3％

(112 位以上)に該当する二次医療圏が外来医師多数区域と設定されまし

た。本県では新宮を除く二次医療圏が外来医師多数区域に該当しています。 

 

〔県内二次医療圏の外来医師多数区域の該当状況〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．医療機器の配置状況等 

○ 全国、県、県内二次医療圏の病院及び診療所別各種医療機器（CT※１、 

MRI※２、PET※３、マンモグラフィー※４、放射線治療（体外照射）※５） 

の調整人口あたりの配置状況は以下のとおりです。本県では、PET を除 

く医療機器は、いずれも全国と同程度、もしくはそれ以上の台数が配置 

されています。 

 

〔病院・診療所における各種医療機器の配置状況（全国・県・県内二次医療圏）〕 

 

出典：医療機器の調整人口あたり台数に係るデータ集・グラフ（医療施設調査（平成 29 年）等）

台数 調整人口当たり台数 台数 調整人口当たり台数 台数 調整人口当たり台数 台数 調整人口当たり台数 台数 調整人口当たり台数

病院 8,344 4,787 457 2,699 1,041

診療所 5,782 2,209 129 1,649 119

病院 84 43 1 26 11

診療所 78 15 2 16 0

病院 43 22 1 12 6

診療所 31 12 2 11 0

病院 7 2 0 1 1

診療所 9 0 0 0 0

病院 6 3 0 3 1

診療所 8 1 0 0 0

病院 6 4 0 2 0

診療所 9 1 0 1 0

病院 5 3 0 3 1

診療所 3 1 0 1 0

病院 10 6 0 4 2

診療所 10 0 0 1 0

病院 7 3 0 1 0

診療所 8 0 0 2 0

放射線治療（体外照射）

5.5 0.28 4.215.1

ＣＴ ＭＲＩ ＰET マンモグラフィー

11.1 5.5 0.46 3.4 0.91

3.8

3.6

0.65

ー

ー

ー

ー

ー

ー

7.4

1.7

4.1

6.1

5.7

4.2

11.0

13.6

4.3

1.02

1.29

0.85

0.97

ー

1.39

1.36

ー

5.1

0.8

3.3

3.9

6.3

施設区分

16.9

全国

和歌山県

和歌山保健医療圏

那賀保健医療圏

橋本保健医療圏

有田保健医療圏

御坊保健医療圏

田辺保健医療圏

新宮保健医療圏

15.9

13.7

13.8

17.7

106.3
134.3

和歌山 154.1 多数
那賀 116.8 多数
橋本 116.1 多数
有田 136.4 多数
御坊 138.0 多数
田辺 114.5 多数
新宮 94.7 (該当なし )

和歌山県

二

次

医

療

圏

医療圏名
外来医師偏在

指標

外来医師

多数区域該当

全国
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○ なお、医療機器の調整人口当たり台数は、国が全国統一の方法で算出し 

たもので、算出方法については、以下の通りです。 

 

〔医療機器の調整人口当たり台数の算出方法〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ この数値は、人口 10 万人あたりの医療機器の台数をベースとして、地  

域ごとに性・年齢階級毎の外来における検査実施率の違いを標準化して  

調整しています。 

 

 

《用語の説明》 

 ※１ CT [computed tomography]  

    コンピューター断層撮影法。放射線を利用して人体を走査し、コンピューター処理を行い断面 

など人体の内部画像を構成する方法（装置）。 

 ※２ MRI [magnetic resonance imaging] 

    核磁気共鳴映像法。細胞の持つ磁気状態の変化をコンピューターにより画像化し、人体の内部 

画像を構成する方法（装置）。 

 ※３ PET [positron emission tomography] 

    陽電子放射断層撮影法。放射性同位元素を投与し、それが放出する陽電子を検出してコンピュ

ーター処理により断面など人体の内部画像を構成する方法（装置）。 

※４ マンモグラフィー 

   乳房撮影法。乳腺疾患の診断に広く用いられている画像診断法（装置）。 

 ※５ 放射線治療（体外照射） 

    放射線を患部に照射して治療する方法。リニアック、ガンマナイフなどの装置がある。 
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第３章 外来医療機能に関する協議及び協議を踏まえた取組 

１．計画策定にあたっての検討体制 

○ この計画は、第七次和歌山県保健医療計画の一部として策定することから、

第七次保健医療計画策定時と同様の検討体制とし、各保健医療圏単位で外

来医療計画策定に向けた圏域別検討会を開催したところです。 

 

○ 和歌山圏域のうち、海南・海草地域については、第七次保健医療計画の策

定時と同様に海南・海草部会を設置し、検討を行いました。 

 

〔和歌山県外来医療計画策定に向けた各圏域別検討会構成員一覧〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画策定後の取組について 

（１）新規開業者等への外来医療体制の情報提供  

○ 一般診療所を新たに開業しようとしている医師（以下、「新規開業者」

という）等に対し、以下の情報を提供します。 

  

・外来医師の偏在に係る状況及び外来医師多数区域である二次医療圏 

 ・地域で不足する外来医療機能及び新規開業者へ求める事項 

・厚生労働省が提供する医療機関のマッピングに関する情報 等 

  

○ 各地域における検討および全県的な検討を経た、地域で不足し新規開

業者に協力を要請したい事項（以下、「新規開業者へ求める事項」とい

う）についての情報提供を行います。 

 

○ 情報提供は、新規開業者が届出様式を入手する機会等に、県ホームペ

海南・海草

名称
和歌山県外来医療計画策定
に向けた圏域別検討会（和歌

山保健医療圏）

和歌山県外来医療計画策定
に向けた圏域別検討会（海

南・海草部会）

和歌山県外来医療計画策定
に向けた圏域別検討会（那賀

保健医療圏）

和歌山県外来医療計画策定
に向けた圏域別検討会（橋本

保健医療圏）

和歌山県外来医療計画策定
に向けた圏域別検討会（有田

保健医療圏）

日高地方地域医療対策
協議会

和歌山県外来医療計画策定
に向けた圏域別検討会（田辺

保健医療圏）

和歌山県外来医療計画策定
に向けた圏域別検討会（新宮

保健医療圏）

県（医務課） 保健所 保健所 保健所 保健所 保健所 保健所 保健所

保健所 　・海南保健所 　・岩出保健所 　・橋本保健所 　・湯浅保健所 　・御坊保健所 　・田辺保健所 　・新宮保健所

　・和歌山市保健所 海南医師会 那賀医師会 伊都医師会 有田市医師会 日高医師会 田辺市医師会 　・新宮保健所串本支所

　・海南保健所 海南歯科医師会 那賀歯科医師会 伊都歯科医師会 有田医師会 （日高歯科医師会） 西牟婁医師会 新宮市医師会

和歌山市医師会 海南薬剤師会 那賀薬剤師会 伊都薬剤師会 有田歯科医師会 日高薬剤師会 日高医師会（みなべ地区代表） 東牟婁医師会

海南医師会 看護協会 看護協会 看護協会 有田薬剤師会 看護協会 田辺西牟婁歯科医師会 西牟婁医師会

和歌山市歯科医師会 病院関係者（海草エリア）の病院 病院関係者 病院関係者 看護協会 医療保険者 田辺薬剤師会 紀南歯科医師会

海南歯科医師会 市町村 医療保険者 医療保険者 病院関係者 病院関係者 看護協会 新宮薬剤師会

和歌山市薬剤師会 　・海南市 市町村 市町村 医療保険者 医療保険者 病院関係者 看護協会

海南薬剤師会 　・紀美野町 　・紀の川市 　・橋本市 有田周辺広域圏事務組合 市町村 医療保険者 病院関係者

看護協会 　・岩出市 　・かつらぎ町 市町村 　・御坊市 市町村 医療保険者

病院関係者（代表病院） 消防関係者 　・九度山町 　・有田市 　・美浜町 　・田辺市 市町村

医療保険者 　・高野町 　・湯浅町 　・日高町 　・みなべ町 　・新宮市

市町村 高野山総合診療所 　・広川町 　・由良町 　・白浜町 　・那智勝浦町

　・和歌山市 　・有田川町 　・印南町 　・上富田町 　・太地町

　・海南市 消防関係者 　・日高川町 　・すさみ町 　・古座川町

　・紀美野町 消防関係者 　・北山村

　・串本町

構
成
員

圏域 和歌山 那　賀 橋　本 有　田 御　坊 田　辺 新　宮
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ージや保健所窓口等において行います。 

 

（２）新規開業者へ求める事項 

○ 圏域別検討会において、各地域の外来医療機能に関し、客観的なデー

タや関係者の意見を聞きながら、現状の共通認識を図り、地域で不足

する外来医療機能及び新規開業者へ求める事項の検討を行いました。 

 

○ 外来医療機能については、国のガイドラインに基づき、「在宅医療」、「夜

間・休日等の初期救急医療」、「産業医・学校医・予防接種等の公衆衛

生機能」、「その他の地域医療として対策が必要と考えられる外来医療

機能」に項目化して検討を行いました。 

 

○ また、本県においては、地域医療確保の観点から、外来医師多数区域

かどうかに関わらず、新規開業者に対し地域で不足する外来医療機能

を担うことについての協力を要請することとなりました。 

 

○ 各圏域での検討の結果を踏まえ、以下の事項について、新規開業者へ

求める事項としました。 

 

① 県内共通で全ての新規開業者へ求める事項 

  ア）臨時の予防接種※１への協力  

・公衆衛生機能のうち、予防接種については、地域の健康危機管理へ 

の対応の観点から臨時の予防接種が必要となった場合に可能な範囲 

での協力を求めます。 

      

イ）病院と診療所が連携して行う医療提供体制への協力 

・今後、医療を取り巻く状況が変化する中で、病院及び診療所等が連 

携して、地域医療を支える上で必要な取り組みに対し、可能な範囲 

で積極的な参加を求めます。（例：分娩取扱医療機関への診療応援、 

精神保健指定医の措置診察※２等への協力） 

 

《用語の説明》 

※１ 臨時の予防接種 

予防接種法に基づく、疾病のまん延予防上緊急の必要がある場合に行う接種。 

※２ 措置診察 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく、精神障害者又はその疑いのある 

者について通報等があり、必要があると認める場合に精神保健指定医が行う診察。 

 

② 各圏域において新規開業者へ求める事項 

  ・県内共通で全ての新規開業者へ求める事項に加えて、各圏域におい 
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て新規開業者へ求める事項の一覧は以下の通りです。なお、各圏域 

別検討会の検討結果については、１４ページ以降を参照して下さい。 

 

〔各圏域において新規開業者へ求める事項〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新規開業者へ求める事項は、今後必要に応じて見直しを行うことが 

あります。見直しについては、各地域で議論を行ったのち、県医療 

審議会での審議を経て行います。 

 

（３）計画策定後の各圏域における取組 

○ 計画策定後は、二次医療圏単位で、外来医療に係る医療提供体制の確

保に関する協議の場（以下、「協議の場」という）を設置し、以下の事

項について協議を行います。 

 

１．外来医師偏在指標を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況に 

関する事項 

２．病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進に関する事項 

３．複数の医師が連携して行う診療の推進に関する事項 

４．医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的

な活用に関する事項 

５．その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項 

 

○ 協議の場における協議に代えて、地域医療構想調整会議において協議

を行うことを可能とします。 

 

○ 新規開業者に対しては、遅くとも開設の届け出の際には、外来医療計

画に係る実施予定の診療機能等に関する報告書（以下、「報告書」とい

う）の提出を求め、報告書は、協議の場でその内容を共有します。 

 

○ 新規開業者へ求める事項を担う予定のない場合は、その理由を報告す

在宅医療 初期救急（夜間・休日等） 公衆衛生機能 その他

学校医・産業医 分娩を取り扱う産科・産婦人科、小児科

田辺保健医療圏

新宮保健医療圏

○ ○

学校医 分娩を取り扱う産科・産婦人科

学校医 ―○

○

○

○

○

圏域名

うち、海南・海草地域
（海南保健所管内）

那賀保健医療圏

橋本保健医療圏

「医療が不足しつつある地域」について、
開業や在宅医療の対応などへの協力

学校医 分娩を取り扱う産科・産婦人科

学校医・予防接種 分娩を取り扱う産科・産婦人科

学校医・産業医 市町が実施する保健事業への協力

学校医・予防接種 分娩を取り扱う産科・産婦人科、呼吸器科、
死体検案への協力

学校医

○

○

和歌山保健医療圏

○

○

有田保健医療圏

御坊保健医療圏

○

○

○

○

○
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るよう求め、協議の場においてその内容を共有します。 

 

○ 協議の場の協議内容は、必要に応じて県ホームページ等で公表します。 

 

○ 協議の場は、新規開業者へ求める事項を担う予定のない新規開業者に

対して、必要に応じて、構成員の合意に基づき、協議の場への出席要

請を行う等により、協議の場の意見を伝えることとします。 

 

○ 本計画における一般診療所の開設に係る報告書提出の流れは以下の通

りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）医療機器の効率的な活用 

○ 医療機器の効率的な活用のために、医療機器の共同利用の方針、共同

利用の対象となる医療機器について、各圏域別検討会において検討を

行いました。 

 

○ 検討を行う医療機器については、国のガイドラインに基づき、CT、MRI、

PET、マンモグラフィ、放射線治療機器（リニアック及びガンマナイ

フ）としました。 

 

○ 医療機器の効率的な活用のため、上記の医療機器を共同利用の対象と

します。医療機関が対象機器を新規購入、更新する場合は、原則とし

て、事前に医療機器の共同利用に係る計画書（以下、「共同利用計画書」

という）を作成し、遅くとも医療機器の設置の届け出の際には、医療

機関の所在地を所管する保健所に提出するよう求めることとします。 

 

○ ただし、共同利用計画書の提出を求める医療機器については、県内の
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配置状況等を踏まえた検討の結果、県内共通で以下のとおりとします。 

 

  ・CT（全てのマルチスライス CT 及びマルチスライス以外の CT） 

  ・MRI（1.5 テスラ未満、1.5 テスラ以上 3.0 テスラ未満及び 3.0 テ  

スラ以上の MRI）   

 

○ 共同利用計画書には、次に掲げる項目について記載することとします。 

 

・共同利用の対象とする医療機器 

・共同利用の相手方となる医療機関 

・保守、整備の実施に関する方針 

・画像情報及び画像診断情報の提供に関する方針 

 

○ 共同利用計画書は、保健所で記載内容を確認し、各地域の協議の場に

おいてその内容を共有します。 

 

○ 共同利用計画書を提出しない場合は、その理由を報告するよう求め、

協議の場でその内容を共有します。 

 

○ 本計画における共同利用とは、画像検査・診断が必要な患者を、医療

機器を有する医療機関に対して紹介する場合も含むこととします。 

 

○ 医療機関から、共同利用の希望がある場合は、保健所から対象機器の

保有施設の情報を提供するとともに、その旨を関係機関に伝達します。 

 

○ 本計画における CT・MRI の新規購入又は更新に係る共同利用計画書提

出の流れは以下の通りです。 
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第４章 計画の推進 

１．計画の周知と情報公開 

○ 県のホームページ等への掲載、リーフレット等の作成を通じ、県民に対し

て本計画を周知します。 

 

○ 本計画は、医師だけではなく、開業にあたっての資金調達を担う金融機関

等や、新規開業や医療機器の購入に関わる機会があると考えられる、県内

の医薬品・医療機器卸売業者、薬局等に対し、必要に応じて情報提供を行

います。 

 

２．計画の推進に向けて 

○ 県、保健所は、県全域及び二次保健医療圏における在宅医療や夜間・休日

等の初期救急体制等の外来医療体制の現状と課題を把握し、計画推進のた

めに必要な取組を実施します。 

 

○ また、県医療審議会、各分野の協議会及び地域の保健医療関係者の意見を

聴取し、相互に連携して計画を推進します。 

 

 

 

和歌山県医療審議会                  

  

各分野の協議会  

 

 

 

 

 

 

 

  

診療に関する学識経験者の団体その他の 

医療関係者、医療保険者その他の関係者 

 

 

３．目標と実施状況の評価 

○ 本計画の実効性の確保のため、県内の全ての新規開業者へ対し、開業にあ

たってのできるだけ早い時期に地域の外来医療体制に関する情報提供を

行うよう努めます。 

意見聴取 

連携 

意見聴取 

連携 

現状・課題の把握 

計画推進のための取組 

県（医務課） 

保健所 

（各圏域）外来医療に係る医療提

供体制の確保に関する協議の場  
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○ 各地域で新規開業者へ求める事項に関する報告書の提出、共同利用計画書

の策定状況について、年 1 回以上、協議の場において情報共有を行いま

す。 

 

○ 実施状況の評価のため、毎年、各保健医療圏における新規開業者への情報

提供の状況等にかかる調査を実施し、その結果を、必要に応じ、県医療審

議会等へ報告し、意見聴取を行います。 
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別添 各圏域別検討会の検討結果 

 

（１）和歌山保健医療圏 

圏域の外来医療機能に関する基礎情報 

 

 

 

 

 

医療機関数：平成 30 年医療施設（動態）調査（平成 30 年 10 月１日） 

医師会員数：県医師会提供（令和２年１月１日現在） 

 

圏域の外来医療機能の現状と課題 

在宅医療 

○ 在宅医療については、圏域全体で、179 医療機関（病院 24、診療所 155） 

が訪問診療を実施しており、179 医療機関が往診（病院 17、診療所 162）

を実施しています。また、在宅療養支援診療所が、92 医療機関あります。 

訪問診療を実施する診療所数および、在宅療養支援診療所数は、近年、 

横ばいの状況となっています。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

出典：医療施設調査 

 
○ 和歌山県地域医療構想では、2025 年には、2013 年に比べ、在宅医療等

の需要が、１日あたり 1,893 人増加し、そのうち訪問診療の需要は、１

日あたり 1,013 人増加すると推計されており、当面の需要増加に対応す

るため、更なる体制の充実が必要です。 

 

○ 和歌山保健医療圏のうち、海南・海草地域では、21 施設が訪問診療を実

施、22 施設が往診を実施しています。圏域全体と同様に、今後も在宅医

療に対する需要の増加が見込まれる状況にあります。 

 

総数 精神科病院 一般病院 総数 有床 無床
和歌山市　　　 37 3 34 432 28 404 和歌山市医師会 754
海南市　　　　 5 - 5 53 4 49
紀美野町　　　 1 - 1 15 - 15 100海南医師会

病院 一般診療所 医師会員数
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初期救急（夜間・休日等） 

○ 和歌山保健医療圏の夜間・休日等の初期救急体制は、和歌山市に休日夜間

急患センター（診療科目（医科）：内科、小児科、耳鼻咽喉科）が、海南

市・紀美野町では在宅当番医制（診療科目：内科、小児科）が実施されて

います。 

 

○ 和歌山市の休日夜間急患センターは、医師会員、病院医師等による輪番 

制で運営されています（内科：180、小児科：45、耳鼻咽喉科：34 医療

機関）。医師の高齢化等に伴い、出務する医師の確保が課題となっています。 

海南市・紀美野町の在宅当番医制についても、医師会員の輪番制で運営さ 

れています（22 医療機関）。診療件数が増加しており、今後も体制を維持

していくことが必要です。 

 

公衆衛生機能（学校医・産業医・予防接種） 

○ 学校医については、和歌山市医師会で現在 180 名（内科 127 名、眼科

28 名、耳鼻咽喉科 20 名、整形外科３名、精神科２名）、海南医師会で

37 名（内科 30 名、眼科４名、耳鼻咽喉科３名）が委嘱されています。

現在、学校医が不足している状況にはありませんが、診療科によっては複

数の学校を兼務している状況にあります。医師の負担軽減や今後の医師の

高齢化に伴う、担い手の確保が必要と考えられます。 

 

○ 産業医については、医師会が事業所からの紹介依頼に対応するなど、応需

に一定の役割を果たしている状況にありますが、和歌山市内では特に 不

足している状況にはないと考えられる一方、海南医師会では、認定産業医

は 29 名ですが、資格を持っていながら産業医活動をしない医師が増加し

ています。背景として、近年、産業医が実施すべき業務の増大により、以

前のように医師が複数の事業所の産業医を兼務できなくなっており、旧制

度の資格取得医師を中心に産業医活動を敬遠する動きが出てきていること

が課題です。 

 

○ 予防接種については、定期予防接種は、和歌山市内で約 280 医療機関、

海南市・紀美野町では約 60 医療機関が実施しており、特に不足している

状況にはないと考えられます。 

 

その他の地域医療として対策が必要と考えられる外来医療機能 

○ 和歌山保健医療圏で分娩を取扱う医療機関は、平成 31 年４月現在、９施

設と減少傾向にあり、将来にわたって地域で安心して出産できる体制の維

持が課題です。 
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○ 海南市・紀美野町では、小児科専門医が少ない状況にあり（海南市２名、

紀美野町０名）、乳幼児健診において専門医に出張負担が生じています。

また健診年齢によっては専門以外の内科医師が対応している状況です。今

後は、地域で小児保健や小児患者が外来受診できる体制の充実が課題です。 

新規開業者へ担うよう求める外来医療機能 

県下共通で新規開業者へ求める機能に加えて、和歌山保健医療圏では以下の

機能を新規開業者にも担っていただくよう情報提供を行います。 

 

○ 在宅医療 

当面の増加する需要への対応が必要と推測されるため、将来にわたって地域

医療を支える観点から、和歌山保健医療全体で新規開業者へ求める機能とし

ます。 

 

○ 初期救急（夜間・休日等） 

現状の構築されている各地域の初期救急体制を、当面安定的に維持していく

ために、和歌山保健医療圏全体で新規開業者へ求める機能とします。 

 

○ 公衆衛生機能 

 学校医については、医師の負担軽減および担い手を確保する観点から、和歌

山保健医療圏全体で新規開業者へ求める機能とします。 

加えて、海南市・紀美野町では、産業医についても需要の増加へ対応が必

要と推測されるため、新規開業者へ求める機能とします。 

 

○ その他の地域医療として対策が必要と考えられる外来医療機能 

分娩を取り扱う医療機関が経時的に減少しており、地域で安心して出産でき

る体制の維持のため、分娩を取り扱う産科・産婦人科を、和歌山保健医療圏

全体でその他の地域医療として対策が必要と考えられる外来医療機能とし、

新規開業者の協力を求めます。 

加えて、海南市・紀美野町では、小児科専門医が不足しているため、小児 

科もその他の地域医療として対策が必要と考えられる外来医療機能とし、新 

規開業者への協力を求めます。 
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（２）那賀保健医療圏 

圏域の外来医療機能に関する基礎情報 

 

医療機関数：平成 30 年医療施設（動態）調査（平成 30 年 10 月１日） 

医師会員数：県医師会提供（令和２年１月１日現在） 

 

圏域の外来医療機能の現状と課題 

在宅医療 

○ 在宅医療については、32 医療機関が訪問診療を実施、37 医療機関が往

診を実施しています。在宅医療の中心的役割を持つ機能強化型の在宅支援

診療所は、22 医療機関です。 

 

○ 県内の診療所に対して実施したアンケート調査（回答率：約 50％）では、

訪問診療を受けている患者数（実績値）は、平成 26 年から平成 30 年に

かけて約 170 人増加しています。また、和歌山県地域医療構想では、

2013 年に比べ、2025 年には、訪問診療の需要が１日あたり 200 人増

加することが推測されています。 

 

○ 65 歳以上の人口が 2040 年にピークを迎えることが見込まれる当圏域で

は、在宅療養を希望する患者や、複数の疾患を抱えながら地域で生活する

患者の増加も見込まれ、生活の質の維持・向上を図りつつ療養生活を継続

できるよう、在宅医療の提供体制の充実が必要です。 

 

初期救急（夜間・休日等） 

○ 当圏域の休日初期救急医療体制としては、那賀医師会が休日急患診療所

（小児の休日診療も含む）による休日診療を実施しています。 

 

○ 初期救急医療の一部を二次救急医療機関が担っており、軽症者の夜間診療

も増加傾向にあり、診療科によっては、二次救急医療機関への負担増にも

繋がっている状況です。このため、初期・二次救急医療機関の役割分担と

連携体制が必要です。 

 

公衆衛生機能(学校医・産業医・予防接種) 

○ 学校医については、那賀医師会会員で、小児科を含む内科 45 名、耳鼻科

５名、眼科５名が委嘱され、複数校を兼務している状況です。現時点では、

特に、学校医が不足している状況ではありませんが、診療所の医師の年代

別の構成では、50～60 歳が全体の６割、65 歳以上が４割以上を占めて

総数 精神科病院 一般病院 総数 有床 無床
紀の川市　　　 4 - 4 64 5 59
岩出市　　　　 4 1 3 41 2 39

病院 一般診療所 医師会員数

那賀医師会 171
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おり、今後、医師会員の高齢化や兼務の状況から、将来的に不足が見込ま

れる状況であるので、担い手の確保が必要です。 

 

○ 予防接種（定期接種）については、86 医療機関が実施しており、現時点

では充足していますが、将来的に医師の高齢化により不足が見込まれる状

況です。 

 

○ 産業医については、特に、不足している状況ではないと思われます。 

 

その他の地域医療として対策が必要と考えられる外来医療機能 

○ 当圏域では、分娩を取り扱う産科医療機関が減少傾向にあり、将来的に不足

することが推測されるので、産科・産婦人科の開業希望者に分娩の取り扱い

への協力が必要です。 

 

新規開業者に担うよう求める外来医療機能 

 

県下共通で新規開業者へ求める機能に加えて、那賀保健医療圏では以下の機

能を新規開業者にも担っていただくよう情報提供を行います。 

 

○ 在宅医療 

将来にわたって増大する需要への対応が必要と推測されるため、地域医療を

支える観点から、新規開業者へ求める機能とします。 

 

○ 初期救急（夜間・休日等） 

現状の構築されている初期救急体制を、当面安定的に維持していくため、ま

た、医師の負担軽減を図る必要があることから、新規開業者へ求める機能と

します。 

 

○ 学校医・予防接種 

今後、将来医師の高齢化や兼務の状況から、今後担い手の確保が必要と考え

られるため、新規開業者へ求める機能とします。   

 

○ その他の地域医療として対策が必要と考えられる外来医療機能 

 分娩を取り扱う産科・産婦人科について、将来的に不足することが推測され

るため、新規開業者へ求める機能とします。 
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（３）橋本保健医療圏 

圏域の外来医療機能に関する基礎情報 

 

医療機関数：平成 30 年医療施設（動態）調査（平成 30 年 10 月１日） 

医師会員数：県医師会提供（令和２年１月１日現在） 

 

圏域の外来医療機能の現状と課題 

在宅医療 

○ 在宅医療については、39 医療機関が訪問診療を実施、18 医療機関が往診

を実施しています。また、18 医療機関が在宅療養支援診療所の登録をして

います。 

 

○ 和歌山県地域医療構想では、2013 年に比べ、2025 年には、訪問診療の

需要が１日あたり約 180 人増加することが推計されています。また、医師

の高齢化も進むと考えられることから、現状のまま推移していくと、将来安

定した在宅医療の提供が困難となることが考えられます。 

 

初期救急（夜間・休日等） 

○ 橋本保健医療圏の初期救急体制は、伊都医師会員輪番による伊都地方休日急

患診療所が実施されています。 

 

○ 現状の初期救急体制を安定的に維持していくために、担い手の確保が必要と

なってきます。 

 

公衆衛生機能（学校医・産業医・予防接種） 

○ 学校医については、内科 34 名、小児科３名、外科 11 名、眼科３名、耳鼻

科５名の計 56 名が委嘱されています。１名で複数校を担当している医師も

あり、特に眼科医、耳鼻科医が不足しています。また、医師の確保が困難な

地域もあり、担い手の確保が必要と考えられます。 

 

○ 産業医については、伊都医師会員 35 名が対応しています。医師１人あたり

年間３～５件を担当しており、医師が不足している状況にあるため、担い手

の確保が必要と考えられます。 

 

○ 予防接種については、伊都医師会の 40 医療機関が対応しており、近年特に

変化はなく、不足している状況にはないと考えられます。 

総数 精神科病院 一般病院 総数 有床 無床
橋本市　　　　 3 - 3 64 3 61
かつらぎ町　　 1 - 1 18 1 17
九度山町　　　 1 1 - 4 - 4
高野町　　　　 - - - 5 1 4

病院 一般診療所 医師会員数

伊都医師会 125
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その他の地域医療として対策が必要と考えられる外来医療機能 

○ 圏域各市町において、地域住民の健康保持及び増進を目的とした様々な保健

事業が実施されており、今後も保健事業を実施していくためには、医師の更

なる協力が必要となります。 

 

新規開業者へ担うよう求める外来医療機能 

 

 県下共通で新規開業者へ求める機能に加えて、橋本保健医療圏では以下の 

機能を新規開業者にも担っていただくよう情報提供を行います。 

 

○ 在宅医療 

 当面の増加する需要への対応が必要と推測されるため、将来にわたって地域

医療を支える観点から、新規開業者へ求める機能とします。 

 

○ 初期救急（夜間・休日等） 

 現状の構築されている初期救急体制を、当面安定的に維持していくために、 

新規開業者へ求める機能とします。 

 

○ 学校医 

 橋本保健医療圏全体で学校医が不足しており（特に眼科医と耳鼻科医）、今後 

医師の高齢化も進むと考えられることから、新規開業者へ求める機能としま 

す。 

 

○ 産業医 

 医師１名で複数の事業場を担うなど産業医が不足している状況にあり、今後、 

安定した担い手の確保が必要であることから、新規開業者へ求める機能とし 

ます。 

 

○ その他の地域医療として対策が必要と考えられる外来医療機能 

 圏域各市町において実施されている保健事業を今後も安定的に実施していく 

ためには、当該事業への医師の更なる協力が必要となることから、新規開業 

者へ求める機能とします。 
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（４）有田保健医療圏 

圏域の外来医療機能に関する基礎情報 

 

医療機関数：平成 30 年医療施設（動態）調査（平成 30 年 10 月１日） 

医師会員数：県医師会提供（令和２年１月１日現在） 

 

圏域の外来医療機能現状と課題 

在宅医療 

○ 有田圏域では、有田市医師会・有田医師会において各々在宅医療サポートセ

ンターを運営し、在宅医紹介をはじめ、多職種研修や住民への啓発活動も行

っています。また一方で、介護連携の会も運営しており、介護支援専門員等

多職種と共に活動し、地域包括支援センターや保健所ともつながり、いろい

ろな面で地域住民の健康・医療・介護について連携を強化しています。  

 

○ 在宅医療については、19 医療機関が訪問診療を実施、29 医療機関が往診

を実施しており、24 時間体制で患者を支え、地域における在宅医療の中心

的役割を担う在宅療養支援診療所として、３医療機関が届出を行っています

（平成 29 年医療施設調査）。しかしながら、24 時間往診体制、後方支援病

院との連携、看取りの報告等々は、体力的・精神的にも開業医にとってはハ

ードルが高い状況となっています。そのため、今後、在宅医療の普及に向け

て、在宅医のグループ化、緊急入院時の受入先の確保等、病院との連携等が

不可欠です。 

 

○ 和歌山県地域医療構想では、2013 年に比べ、2025 年には、訪問診療の

需要が１日あたり約 90 人増加することが推計されています。 

 

初期救急（夜間・休日等） 

○ 有田保健医療圏における初期救急体制としては、有田地方休日急患診療所

が有田市医師会・有田医師会の会員医師による当番制で運営されています。

診療科目は内科・小児科、基本対応時間は日曜日・祝日（10:00-12:00、

13:00-16:00）となっており、年間約 1,000 人程度の受診があります。 

 

公衆衛生機能（学校医・産業医・予防接種） 

○ 学校医については、有田市医師会会員で、内科（小児科を含む。）21 名、

眼科２名、耳鼻科１名の合計 24 名、有田医師会会員で、内科（小児科を

含む。）19 名、眼科２名、耳鼻科１名、整形外科１名の合計 23 名が委嘱

総数 精神科病院 一般病院 総数 有床 無床
有田市　　　　 2 - 2 28 2 26 有田市医師会 39
湯浅町　　　　 1 - 1 14 1 13
広川町　　　　 - - - 4 1 3
有田川町　　　 3 1 2 26 1 25

病院 一般診療所 医師会員数

有田医師会 55
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されており、特に、眼科・耳鼻科においては、複数の学校を兼務している

状況です。また、近年、新規開業はほとんどなく、医師会員の高齢化等に

伴い、会員数も減少傾向であるものの、現時点においては協力により不足

している状況ではありませんが、検診項目等の増加により仕事量は増す一

方であるため、１人当たりの負担が増しており、今後、担い手の確保が必

要と考えられます。 

 

○ 産業医については、有田市医師会の産業医部会会員 29 名、有田医師会の

産業医部会会員 27 名で対応しており、現時点においては充足しています

が、今後、産業医活動が増えることが見込まれるため、産業医（認定産業

医）を増やすことが望ましいと考えられます。 

 

○ 予防接種については、有田市医師会の 21 医療機関、有田医師会の 33 医

療機関の合計 54 医療機関において対応しており、現時点においては充足

しているものの、特に乳児の予防接種を実施する医療機関が少ないため、

今後の対応に苦慮するものと考えられます。 

 

その他の地域医療として対策が必要と考えられる外来医療機能 

○ 有田保健医療圏においては、特に、分娩を取り扱う産科医療機関が減少し、

また高齢化により今後需要が見込まれる呼吸器疾患への対応可能な外来

診療機能が不足している状況にあります。また、現時点においては、協力

医等により対応しているものの、死体検案への対処について負担が大きく、

今後に向けて担い手の確保が求められます。 

新規開業者へ担うよう求める外来医療機能 

県下共通で新規開業者へ求める機能に加えて、有田保健医療圏では以下の機

能を新規開業者にも担っていただくよう情報提供を行います。 

 

○ 在宅医療 

当面の増加する需要への対応が必要と推測されるため、将来にわたって地域

医療を支える観点から、新規開業者へ求める機能とします。 

 

○ 初期救急（夜間・休日等） 

現状の構築されている初期救急体制を、当面安定的に維持していくためにも、

新規開業者へ原則求める機能とします。 

 

○ 学校医 

医師会員の高齢化等に伴い、会員数も減少傾向にあるため、今後、安定した

担い手の確保が必要であることから、新規開業者へ求める機能とします。 
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○ 予防接種 

定期接種においては充足しているものの、特に、乳児の予防接種を実施する

医療機関が少ないため、今後、担い手の確保が必要であることから、新規開

業者へ求める機能とします。 

 

○ その他の地域医療として対策が必要と考えられる外来医療機能 

圏域として、分娩を取り扱う産科の減少、また呼吸器疾患への対応に苦慮し

ている現状であるため、新規開業者へ求める機能とします。また、死体検案

への対処についても、今後、担い手の確保が求められることから新規開業者

へ求める機能とします。 
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（５）御坊保健医療圏 

圏域の外来医療機能に関する基礎情報 

 

医療機関数：平成 30 年医療施設（動態）調査（平成 30 年 10 月１日） 

医師会員数：県医師会提供（令和２年１月１日現在） 

 

圏域の外来医療機能の現状と課題 

在宅医療 

○ 在宅医療については、訪問診療・往診をそれぞれ約 30 医療機関が実施し

ています。また、10 医療機関が在宅療養支援診療所となっています。 

出典：国提供 NDB(レセプト情報・特定健診等情報データベース)の平成 29 年 4 月から 30 年 3 

月までの診療分データ（12 か月）に基づき抽出・集計したもの） 

 

○ 今後、医師の高齢化や将来の在宅医療の需要増加が見込まれており、現状

のまま推移していくと、安定した在宅医療の提供が困難となることが考え

られます。 

 

初期救急（夜間・休日等） 

○ 初期救急体制については、日高医師会員輪番による病－診連携休日急患診

療室（ひだか病院）と北出病院による小児科の休日急患外来診療が実施さ

れています。 

 

○ 将来にわたり初期救急体制を安定的に維持していくためには、担い手の確

保が必要と考えられます。 

 

公衆衛生機能（学校医・産業医・予防接種） 

○ 学校医については、日高医師会会員で、内科 24 名、小児科４名、耳鼻科

２名、眼科４名、整形外科１名の合計 35 名が委嘱されています。現状は

学校医が不足している状況ではありませんが、近年の医師会員の高齢化や

閉院等で減少傾向にあり、特に一部の地区は１名で複数校を担当しており、

担い手の確保が必要と考えられます。 

 

○ 産業医については、日高医師会の 19 機関が対応しており、近年特に変化

は無く、現状不足している状況では無いと考えられます。 

総数 精神科病院 一般病院 総数 有床 無床
御坊市　　　　 3 - 3 33 1 32
美浜町　　　　 1 - 1 8 - 8
日高町　　　　 - - - 4 - 4
由良町　　　　 - - - 5 - 5
印南町　　　　 - - - 6 - 6
日高川町　　　 - - - 10 - 10

病院 一般診療所 医師会員数

日高医師会
（みなべ町含む） 84
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○ 予防接種については、日高医師会の 47 機関が対応しており、近年特に変

化は無く、不足している状況では無いと考えられます。 

 

その他の地域医療として対策が必要と考えられる外来医療機能 

○ 近年、管内一部地域において廃業が立て続けにあり、立地的に医療サービ

スの提供が困難となりつつあるため、地域医療を維持するために「医療が

不足しつつある地域」での開業や在宅医療での対応などを推奨していくこ

とが必要であると考えます。なお、「医療が不足しつつある地域」につい

ては、経年的な変動が予測されることから、適時地域の実状を把握してい

くことが必要です。 

 

新規開業者へ担うよう求める外来医療機能 

県下共通で新規開業者へ求める機能に加えて、御坊保健医療圏では以下の機

能を新規開業者にも担っていただくよう情報提供を行います。 

 

○ 在宅医療 

当面の増加する需要への対応が必要と推測されるため、将来にわたって地域

医療を支える観点から、新規開業者へ求める機能とします。 

 

○ 初期救急（夜間・休日等） 

現状の構築されている初期救急体制を、当面安定的に維持していくために、

新規開業者へ求める機能とします。 

 

○ 学校医 

現状、高齢化や閉院等で減少傾向にあり、今後、安定した担い手の確保が必

要であることから、新規開業者へ求める機能とします。 

 

○ その他の地域医療として対策が必要と考えられる外来医療機能 

 地域として「医療が不足しつつある地域」について、地域の実態や要望など

を情報提供した上で、開業や在宅医療の対応などへの協力について、新規開

業者へ求める機能とします。 
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（６）田辺保健医療圏 

圏域の外来医療機能に関する基礎情報 

 

医療機関数：平成 30 年医療施設（動態）調査（平成 30 年 10 月１日） 

医師会員数：県医師会提供（令和２年１月１日現在） 

 

圏域の外来医療機能の現状と課題 

在宅医療 

○ 在宅医療については、48 医療機関が訪問診療を実施、62 医療機関が往診

を実施しています。在宅療養支援診療所※１が、９医療機関あります。 

 

○ 和歌山県地域医療構想では、田辺保健医療圏において 2013 年に比べ、

2025 年には、訪問診療（居宅）の需要が１日あたり 183 名増加するこ

とが推計されています。 

 

初期救急（夜間・休日等） 

○ 田辺保健医療圏での初期救急体制は、田辺市に田辺広域休日急患診療所に

おいて実施されています。 

休日  9:00-11:30 13:00-16:00 内科／小児科   

土曜日 18:00-21:30 小児科のみ 

 

○ 初期救急を担う医師の確保が課題となっています。 

 

公衆衛生機能（学校医・産業医・予防接種） 

○ 学校医については、田辺保健医療圏内の３医師会（田辺市医師会、西牟婁

郡医師会、日高医師会みなべ地区）では合計で 55 名委嘱されています。

高齢・閉院等で学校医数が減少傾向で、特定の医師が多くの学校を引き受

けている状況です。 

 

○ 産業医、予防接種（定期接種）は特に不足している状況にありません。 

 

新規開業者へ担うよう求める外来医療機能 

県下共通で新規開業者へ求める機能に加えて、田辺保健医療圏では以下の機

総数 精神科病院 一般病院 総数 有床 無床
田辺市　　　　 5 1 4 81 4 77 田辺市医師会 107
みなべ町　　　 - - - 11 2 9 日高医師会に含む 84（再掲）
白浜町　　　　 2 - 2 18 - 18
上富田町　　　 1 - 1 11 - 11
すさみ町　　　 1 - 1 7 - 7

病院 一般診療所 医師会員数

西牟婁郡医師会 54
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能を新規開業者にも担っていただくよう情報提供を行います。 

 

○ 在宅医療 

当面の増加する需要への対応が必要と推測されるため、将来にわたって地域

医療を支える観点から、新規開業者へ求める機能とします。 

 

○ 初期救急（夜間・休日等） 

現状の構築されている初期救急体制を、当面安定的に維持していくために、

新規開業者へ求める機能とします。 

 

○ 学校医 

 担い手を確保する観点から新規開業者へ求める機能とします。 

 

○ その他の地域医療として対策が必要と考えられる外来医療機能 

 地域医療として対策が必要と考えられるため、分娩を取り扱う産科・産婦人 

科を新規開業者へ求める機能とします。 
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（７）新宮保健医療圏 

圏域の外来医療機能に関する基礎情報 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関数：平成 30 年医療施設（動態）調査（平成 30 年 10 月１日） 

医師会員数：県医師会提供（令和２年１月１日現在） 

 

圏域の外来医療機能の現状と課題 

在宅医療 

○ 在宅医療については、22 医療機関が訪問診療を、28 医療機関が往診を実

施しています。 

 

○ 今後、在宅医療の需要に顕著な変化は見られませんが、圏域が広く在宅医療

に取り組む医師を確保し体制を維持することが必要です。 

 

初期救急（夜間・休日等） 

○ 新宮保健医療圏においては、新宮市医師会による在宅当番医制（休日の昼間）

が実施されていますが、将来的に体制の維持が困難となることが懸念されて

います。 

 

公衆衛生機能（学校医・産業医・予防接種） 

○ 学校医については、現状不足している状況ではありませんが、兼務の状況な

どから、今後の担い手の確保が必要です。 

 

○ 産業医・予防接種（定期接種）については、現状、特に不足している状況に

はありません。 

 

新規開業者へ担うよう求める外来医療機能 

県内共通で新規開業者へ求める機能に加えて、新宮保健医療圏では以下の機

能を新規開業者にも担っていただくよう情報提供を行います。 

 

○ 在宅医療 

 圏域が広く医師の高齢化も見られるため、将来にわたって地域医療を支える

観点から、新規開業者へ求める機能とします。 

 

総数 精神科病院 一般病院 総数 有床 無床
新宮市　　　　 3 1 2 36 3 33 新宮市医師会 48
那智勝浦町　　 2 - 2 11 1 10
太地町　　　　 - - - 2 1 1
古座川町　　　 - - - 7 - 7
北山村　　　　 - - - 1 - 1
串本町　　　　 3 - 3 15 - 15

病院 一般診療所 医師会員数

東牟婁郡医師会 47
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○ 初期救急（夜間・休日等） 

 現状の初期救急体制を当面安定的に維持していくために、新規開業者へ求め

る機能とします。 

 

○ 学校医 

医師の高齢化や兼務の状況から今後の担い手確保のために、新規開業者へ求

める機能とします。 
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医療施設（病院/一般診療所）の所在地マップ（地方厚生局届出情報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊わかやま医療情報ネット（http://www.wakayama.qq-net.jp/）も参照 
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医療機器保有施設の所在地マップ（平成 29 年度病床機能報告データ） 

（１）CT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊わかやま医療情報ネット（http://www.wakayama.qq-net.jp/）も参照 
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医療機器保有施設の所在地マップ（平成 29 年度病床機能報告データ） 

（２）MRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊わかやま医療情報ネット（http://www.wakayama.qq-net.jp/）も参照 
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医療機器保有施設の所在地マップ（平成 29 年度病床機能報告データ） 

（３）放射線治療機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊わかやま医療情報ネット（http://www.wakayama.qq-net.jp/）も参照 
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医療機器保有施設の所在地マップ（平成 29 年度病床機能報告データ） 

（４）核医学検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊わかやま医療情報ネット（http://www.wakayama.qq-net.jp/）も参照 
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医療機器保有施設の所在地マップ（平成 29 年度病床機能報告データ） 

（５）血管連続撮影装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊わかやま医療情報ネット（http://www.wakayama.qq-net.jp/）も参照 
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医療機器保有施設の所在地マップ（平成 29 年度病床機能報告データ） 

（６）内視鏡手術用支援機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊わかやま医療情報ネット（http://www.wakayama.qq-net.jp/）も参照 
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医療施設従事医師（一般診療所）の主たる診療科別の医師数（平成２８年医師・

歯科医師・薬剤師調査）１／４ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人） 

 

 

 

 

 

 

 

圏域名

総数 内科
呼吸器内

科

循環器内

科

消化器内

科(胃腸内

科)

腎臓内科 神経内科

糖尿病内

科(代謝内

科)

血液内科 皮膚科
アレル

ギー科

リウマチ

科

全国 102,457 38,874 580 1,967 3,389 827 476 849 19 5,411 67 194

和歌山県 1,059 454 1 30 56 11 4 8 0 39 0 2

和歌山保健医療圏 561 232 0 18 33 2 3 4 0 23 0 1

和歌山市 494 201 0 17 27 2 3 4 0 21 0 1

海南市 60 25 0 1 5 0 0 0 0 2 0 0

紀美野町 7 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

那賀保健医療圏 104 39 0 3 5 0 0 1 0 3 0 0

紀の川市 60 25 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0

岩出市 44 14 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0

橋本保健医療圏 88 34 0 2 6 1 0 0 0 2 0 0

橋本市 65 21 0 2 5 1 0 0 0 2 0 0

かつらぎ町 14 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

九度山町 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高野町 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有田保健医療圏 66 36 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0

有田市 25 13 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0

湯浅町 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広川町 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有田川町 26 13 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0

御坊保健医療圏 64 33 0 2 2 3 0 0 0 2 0 0

御坊市 41 17 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0

美浜町 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

日高町 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

由良町 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

印南町 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日高川町 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

田辺保健医療圏 113 50 1 0 6 4 1 1 0 5 0 0

田辺市 79 30 1 0 5 4 1 1 0 5 0 0

みなべ町 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

白浜町 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上富田町 10 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

すさみ町 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新宮保健医療圏 63 30 0 1 3 1 0 1 0 4 0 1

新宮市 35 10 0 1 1 1 0 1 0 3 0 0

那智勝浦町 11 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1

太地町 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

古座川町 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北山村 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

串本町 11 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

医療施設従事医師（一般診療所）の主たる診療科別の医師数　（不詳を含め44診療科目数）
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医療施設従事医師（一般診療所）の主たる診療科別の医師数（平成２８年医師・

歯科医師・薬剤師調査）２／４ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人） 

 

  

感染症内

科
小児科 精神科 心療内科 外科

呼吸器外

科

心臓血管

外科
乳腺外科

気管食道

外科

消化器外

科(胃腸外

科)

泌尿器科 肛門外科
脳神経外

科
整形外科

194 19 6,582 3,862 646 3,130 13 91 331 1 258 1,908 273 1,128 7,796

2 0 61 31 2 27 0 2 1 0 5 18 2 15 73

1 0 29 17 2 8 0 1 1 0 2 9 0 8 42

1 0 26 17 1 8 0 1 1 0 1 8 0 8 36

0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 9 1 0 2 0 0 0 0 1 2 0 2 10

0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 6

0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 4

0 0 3 4 0 4 0 0 0 0 1 2 0 1 7

0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 4

0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 2 2

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0

0 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 9 4 0 6 0 0 0 0 0 1 2 2 5

0 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 4

0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3

0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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医療施設従事医師（一般診療所）の主たる診療科別の医師数（平成２８年医師・

歯科医師・薬剤師調査）３／４ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人） 

 

 

 

 

 

 

  

形成外科 美容外科 眼科
耳鼻いん

こう科
小児外科 産婦人科 産科 婦人科

リハビリ

テーショ

ン科

放射線科 麻酔科
病理診断

科

臨床検査

科
救急科

7,796 514 513 8,395 5,433 25 4,198 101 1,043 158 450 558 30 6 18

73 6 2 65 50 0 49 1 5 2 10 5 0 0 0

42 4 2 38 27 0 29 1 4 2 10 4 0 0 0

36 4 2 33 24 0 26 1 3 2 10 4 0 0 0

6 0 0 5 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 4 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 3 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

7 1 0 5 4 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0

4 1 0 4 3 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0

2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 4 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0

4 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1 0 7 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 0 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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医療施設従事医師（一般診療所）の主たる診療科別の医師数（平成２８年医師・

歯科医師・薬剤師調査）４／４ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人） 

 

 

 

 

 

 

全科 その他
主たる診

療科不詳
不詳

116 939 695 570

1 4 10 7

0 1 3 1

0 1 1 0

0 0 2 1

0 0 0 0

0 2 6 1

0 0 3 1

0 2 3 0

0 0 0 4

0 0 0 4

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 0 0

0 1 0 0

0 1 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 0 0 0

1 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 0

0 0 1 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
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医療施設従事医師（一般診療所）の取得している広告可能な医師の専門性に関

する資格名及び麻酔科の標榜資格（複数回答）別の医師数（平成２８年医師・

歯科医師・薬剤師調査）１／５ページ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人）（複数回答） 

圏域名

総数
総合内科

専門医

小児科専

門医

皮膚科専

門医

精神科専

門医

外科専門

医

整形外科

専門医

産婦人科

専門医

眼科専門

医

耳鼻咽喉

科専門医

泌尿器科

専門医

脳神経外

科専門医

全国 102,457 7,009 5,345 3,616 2,965 2,851 6,292 4,840 6,500 4,753 1,795 1,210

和歌山県 1,059 78 52 25 22 28 57 59 55 43 13 14

和歌山保健医療圏 561 45 23 14 12 16 35 38 36 23 7 8

和歌山市 494 36 21 13 11 15 29 32 31 21 6 8

海南市 60 7 2 1 1 1 6 5 5 2 1 0

紀美野町 7 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

那賀保健医療圏 104 7 10 3 0 4 6 2 3 9 1 2

紀の川市 60 4 4 1 0 3 3 2 3 5 1 0

岩出市 44 3 6 2 0 1 3 0 0 4 0 2

橋本保健医療圏 88 5 1 1 4 1 5 7 4 3 1 2

橋本市 65 4 0 1 3 1 4 6 3 2 1 1

かつらぎ町 14 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0

九度山町 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

高野町 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有田保健医療圏 66 3 4 0 1 1 2 5 4 2 1 1

有田市 25 1 2 0 0 0 2 0 2 1 1 0

湯浅町 12 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

広川町 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有田川町 26 2 2 0 1 1 0 4 1 0 0 1

御坊保健医療圏 64 6 4 1 1 0 2 2 1 2 0 0

御坊市 41 2 4 0 1 0 0 2 1 2 0 0

美浜町 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日高町 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

由良町 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

印南町 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日高川町 6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

田辺保健医療圏 113 12 7 4 1 5 4 2 5 3 1 1

田辺市 79 8 5 4 0 4 3 2 5 3 1 1

みなべ町 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

白浜町 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上富田町 10 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

すさみ町 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新宮保健医療圏 63 0 3 2 3 1 3 3 2 1 2 0

新宮市 35 0 2 2 0 1 3 3 1 1 2 0

那智勝浦町 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

太地町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

古座川町 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北山村 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

串本町 11 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0

医療施設従事医師（一般診療所）の取得している広告可能な医師の専門性に関する資格名及び麻酔科の標榜資格（複数回答）別の医師数　（資格なしを含め58専門医数）
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医療施設従事医師（一般診療所）の取得している広告可能な医師の専門性に関

する資格名及び麻酔科の標榜資格（複数回答）別の医師数（平成２８年医師・

歯科医師・薬剤師調査）２／５ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人）（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

放射線専

門医

麻酔科専

門医

病理専門

医

救急科専

門医

形成外科

専門医

リハビリ

テーション

科専門医

呼吸器専

門医

循環器専

門医

消化器病

専門医

腎臓専門

医

肝臓専門

医

神経内科

専門医

糖尿病専

門医

内分泌代

謝科専門

医

765 837 81 415 746 833 1,289 4,052 5,881 1,227 1,497 909 1,686 575

12 8 0 6 3 11 6 41 84 9 17 4 32 5

11 5 0 1 1 8 2 21 46 5 9 3 20 3

11 4 0 1 1 8 1 18 41 4 9 3 19 3

0 1 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 2 1 3 8 0 2 0 4 1

0 1 0 1 0 0 1 2 7 0 1 0 3 1

0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0

0 1 0 0 1 0 0 3 7 0 2 0 0 0

0 1 0 0 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4 7 1 0 0 4 0

0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0 0 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 3 7 1 0 0 1 0

0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

0 0 0 2 1 1 3 5 8 2 3 0 2 0

0 0 0 1 1 1 3 3 5 2 1 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

医療施設従事医師（一般診療所）の取得している広告可能な医師の専門性に関する資格名及び麻酔科の標榜資格（複数回答）別の医師数　（資格なしを含め58専門医数）
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医療施設従事医師（一般診療所）の取得している広告可能な医師の専門性に関

する資格名及び麻酔科の標榜資格（複数回答）別の医師数（平成２８年医師・

歯科医師・薬剤師調査）３／５ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人）（複数回答） 

 

  

血液専門

医

アレル

ギー専門

医

リウマチ

専門医

感染症専

門医

心療内科

専門医

呼吸器外

科専門医

心臓血管

外科専門

医

乳腺専門

医

気管食道

科専門医

消化器外

科専門医

小児外科

専門医

超音波専

門医

細胞診専

門医

透析専門

医

439 1,411 1,817 232 161 78 122 243 567 527 70 534 324 1,505

2 3 10 2 1 0 1 1 3 7 0 6 5 14

1 3 6 2 0 0 0 1 2 2 0 2 2 5

1 3 5 2 0 0 0 1 2 2 0 2 1 5

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 2

0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



45 
 

医療施設従事医師（一般診療所）の取得している広告可能な医師の専門性に関

する資格名及び麻酔科の標榜資格（複数回答）別の医師数（平成２８年医師・

歯科医師・薬剤師調査）４／５ページ 
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0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
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2 0 8 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
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0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
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医療施設従事医師（一般診療所）の取得している広告可能な医師の専門性に関

する資格名及び麻酔科の標榜資格（複数回答）別の医師数（平成２８年医師・

歯科医師・薬剤師調査）５／５ページ 
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0 0 0 0 1 41

0 0 0 0 1 22
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1 0 0 0 0 10

0 0 1 0 2 32

0 0 1 0 1 22

0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 1 2

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 3 52
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0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 2

0 0 0 1 2 34

0 0 0 0 2 15

0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 6
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地域の病院・診療所ごとの開設、廃止、休止、再開別の医療機関数 
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外来診療（初・再診）、初期救急体制、在宅医療に関するデータ 
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県内の外来医療の状況（通院外来、時間外等外来） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内の外来医療の状況（在宅医療（訪問診療・往診）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※　ここでの医療施設数は、平成26年医療施設調査の対象となった施設数。 ※　ここでの医療施設数は、平成29年度NDBデータで当該レセプトの算定があった施設数（月平均施設数）。
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県内の外来医療の状況（診療所数あたりの外来患者数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※　ここでの医療施設数は、平成26年医療施設調査の対象となった施設数。 ※　ここでの医療施設数は、平成29年度NDBデータで当該レセプトの算定があった施設数（月平均施設数）。

※　ここでの医療施設数は、平成29年度NDBデータで当該レセプトの算定があった施設数（月平均施設数）。 ※　ここでの医療施設数は、平成29年度NDBデータで当該レセプトの算定があった施設数（月平均施設数）。
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出典：医療施設調査（2017 年） 10 月 1 日現在の病院数及び一般診療所数 

 病院票は、診療科目単科のうち、精神科、歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外

科、及び歯科系の診療科（前での 4 つの歯科）を除いたものの医療施設数。 

 一般診療所票は、主な診療科目のうち、精神科、歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科

口腔外科を除いたものの医療施設数。 
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外来医療計画に係る様式 

（１）外来医療計画に係る実施予定の診療機能の報告書（様式１） 
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外来医療計画に係る様式 

（２）医療機器の共同利用に係る計画書（様式２） 

 



【計画策定の趣旨と目的】
①外来医療提供体制の充実

外来医療に係る情報を可視化し、新規開業者等へ提
供することにより、また、地域の外来医療に係る医療提
供体制の確保に関する協議の場における議論を踏まえ、
新規開業者に対して協力を要請することにより、地域の
外来医療機能の偏在の是正及び地域の外来医療提供
体制の充実をはかる

②医療機器の効率的な活用の推進
地域ごとの機器の配置状況等を可視化し、新規購入

希望者等に対して提供し、また、医療機器の共同利用
等の計画について協議を行うことにより、効率的な医療
機器の活用の推進をはかる

【計画の位置付け】

医療法第30条の４第２項第10号の規定に基づき、和歌
山県が保健医療計画の一部として策定

和歌山県外来医療計画（案）の概要

【実効性確保のための方策】
・医療機関は、対象医療機器を新規購入する場合、共同利用計画の作成を求める
・共同利用を行わない場合は、その理由を確認
・記載内容は協議の場において情報共有

注 ：共同利用には、連携先の病院又は診療所から紹介された患者のために利用される場合を含む

「対象医療機器」：ＣＴ、ＭＲＩ

＜医療機器の調整人口当たり台数※の状況＞

※ 地域の性・年齢構成を調整した人口当たり機器数（医療施設等調査（2017）等から算出）

台数 調整人口当たり台数 台数 調整人口当たり台数 台数 調整人口当たり台数 台数 調整人口当たり台数 台数 調整人口当たり台数

病院 8,344 4,787 457 2,699 1,041

診療所 5,782 2,209 129 1,649 119

病院 84 43 1 26 11

診療所 78 15 2 16 0

病院 43 22 1 12 6

診療所 31 12 2 11 0

病院 7 2 0 1 1

診療所 9 0 0 0 0

病院 6 3 0 3 1

診療所 8 1 0 0 0

病院 6 4 0 2 0

診療所 9 1 0 1 0

病院 5 3 0 3 1

診療所 3 1 0 1 0

病院 10 6 0 4 2

診療所 10 0 0 1 0

病院 7 3 0 1 0

診療所 8 0 0 2 0

放射線治療（体外照射）

5.5 0.28 4.215.1

ＣＴ ＭＲＩ ＰET マンモグラフィー

11.1 5.5 0.46 3.4 0.91

3.8

3.6

0.65

ー

ー

ー

ー

ー

ー

7.4

1.7

4.1

6.1

5.7

4.2

11.0

13.6

4.3

1.02

1.29

0.85

0.97

ー

1.39

1.36

ー

5.1

0.8

3.3

3.9

6.3

施設区分

16.9

全国

和歌山県

和歌山保健医療圏

那賀保健医療圏

橋本保健医療圏

有田保健医療圏

御坊保健医療圏

田辺保健医療圏

新宮保健医療圏

15.9

13.7

13.8

17.7

【現状】
新宮を除く県内の６圏域が、全国の二次医療圏の中で

外来医師偏在指標※が上位1/3に位置する外来医師多
数区域に該当 （下表）

４．医療機器の効率的な活用の推進 ［対象：病院・一般診療所］

※ 地域ごとの性年齢階級による外来受療率の違いなどを調整
した人口10万人対診療所医師数

３．外来医療提供体制の充実［対象：一般診療所］１．計画策定の趣旨等

・外来医師の偏在に係る状況及び外来医師多数区域である
二次医療圏

・地域で不足する外来医療機能及び新規開業者へ求める事項
・厚生労働省が提供する医療機関のマッピングに関する情報等

【新規開業者への情報提供】

①県内共通で全ての新規開業者へ求める事項
ア）臨時の予防接種への協力

地域の健康危機管理への対応の観点から臨時の予防接種が必要となった場合に可能な範囲で協力
イ）病診連携への参加

病院及び診療所等が連携して、地域医療を支える上で必要な取り組みに対し、可能な範囲で参加
（例：分娩医療機関への診療応援等）

②各圏域において新規開業者へ求める事項

【現状】

人口当たりの医療機器台数には地域や機器ごとに差があるが、人口減少が見込ま
れる中、医療機関間での共同利用の推進等による効率的な活用の推進が重要。本県
では、PETを除く医療機器は、いずれも全国と同程度、もしくはそれ以上の台数が配置
されている（右表参照）。

【新規開業者へ求める事項】

計画策定にあたり、各地域の医療関係者等で構成される圏域別検討会において、地域で不足し、新規開
業者へ協力を依頼したい事項について、「在宅医療」、「夜間・休日等の初期救急医療」、「産業医・学校医・
予防接種等の公衆衛生機能」、「その他の地域医療として対策が必要と考えられる外来医療機能」に項目
化して検討を実施。和歌山県では、外来医師多数区域かどうかに関わらず、新規開業者へ協力を要請。

・新規開業者に対し、新規開業者へ求める事項のうち提供予定のものについて報告を求める
・記載内容は、協議の場で情報共有
・新規開業者へ求める事項を担うことができない新規開業者には、理由の報告を求め、協議の場の

構成員の合意に基づき、必要に応じ協議の場への出席を求める
・協議の場の協議内容は、県ホームページ等で必要に応じ公表

【実効性確保のための方策】

計画期間：令和2年度～5年度

【計画策定後の取組】
・外来医療機能の偏在等の情報の可視化
・一般診療所の新規開業者等に対する情報提供
・地域の外来医療に係る医療提供体制の確保に関する

協議の場の設置と協議を踏まえた対策の実施

第１章 計画策定の趣旨
１．計画の趣旨及び目的
２．計画の位置付け
３．計画の期間

第２章 外来医療の現状
１．外来医療に関する受療動向、医療施設の状況等
２．外来医師偏在指標について
３．外来医師多数区域について
４．医療機器の配置状況等

第３章 外来医療機能に関する協議及び協議を踏まえた
取組

１．計画策定にあたっての検討体制
２．計画策定後の取組について

第４章 計画の推進
１．計画の周知と情報公開
２．計画の推進に向けて
３．目標と実施状況の評価

別添
各圏域別検討会の検討結果

資料編

２．計画の構成

【外来医師偏在指標等の状況】

【計画策定後の取組】

・医療機器の配置状況に関する情報の可視化
・医療機関等への情報提供

・協議の場での医療機器の共同利用等についての協議

在宅医療 初期救急（夜間・休日等） 公衆衛生機能 その他

学校医・産業医 分娩を取り扱う産科・産婦人科、小児科

田辺保健医療圏

新宮保健医療圏

○ ○

学校医 分娩を取り扱う産科・産婦人科

学校医 ―○

○

○

○

○

圏域名

うち、海南・海草地域
（海南保健所管内）

那賀保健医療圏

橋本保健医療圏

「医療が不足しつつある地域」について、
開業や在宅医療の対応などへの協力

学校医 分娩を取り扱う産科・産婦人科

学校医・予防接種 分娩を取り扱う産科・産婦人科

学校医・産業医 市町が実施する保健事業への協力

学校医・予防接種 分娩を取り扱う産科・産婦人科、呼吸器科、
死体検案への協力

学校医

○

○

和歌山保健医療圏

○

○

有田保健医療圏

御坊保健医療圏

○

○

○

○

○

106.3 ー ー

134.3 2 ー
和歌山 154.1 5 ○
那賀 116.8 58 ○
橋本 116.1 61 ○
有田 136.4 18 ○
御坊 138.0 16 ○
田辺 114.5 67 ○
新宮 94.7 186

※ 全国335医療圏のうち、上位33.3%（112位以上）が外来医師多数区域

全国

和歌山県

二

次

医

療

圏

医療圏名
外来医師

偏在指標
全国順位

外来医師

多数区域該当


